
 

 

 

 

 

 

◆団 体 名 NO.95 あしなが育英会 
                         
◆募集条件    ○学部生で、申請時に２５歳未満であること 
    ○保護者が病気、災害（道路における交通事故を除 
 く）、自死（自殺）などで死亡、またはそれらが原 
 因で著しい後遺障害を負った家庭の学生 
  
◆貸与金額  一般：月額４０，０００円 
 特別：月額５０，０００円 

（学費支弁が特に困難と認められる者） 
 ※他の奨学金との併用可 
 
◆貸与期間  最短修業年限 
 
◆募集人員 学部生１６０名（全国） 
 
◆願書交付 下記ホームページからダウンロードしてください。 
 http://www.ashinaga.org/grant/scholarship.html 
                             
◆願書受付締切 平成２９年５月２日（火）  
 
◆提出書類  ①大学奨学生申請書 ②在学証明書・推薦書・誓約書 
  ③ゆうちょ銀行の通帳コピー④戸籍謄本（家族全員） 
 ⑤所得証明書 ⑥その他特別な事由による証明書 
   
 
◆受付窓口 ①１年生：学務部学生支援課奨学金係（伊都地区） 
   
  ②２年生以上：学務部学生支援課箱崎分室 
   
  ※箱崎地区以外の応募希望者は，所属学部の学生係へ 
  提出すること 
  
◆問い合わせ先：学務部学生支援課奨学金係（伊都地区）Tel:802-5934 
 
 

                    平成２９年４月２０日 

                                学務部学生支援課奨学金係（伊都） 

奨学生募集  

tel:802-5934

